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（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人森友会（以下「森友会」という。）定款第８

条の規定に基づき、理事長に対する報酬の支給の基準について定めることを

目的とする。 

（報酬） 

第２条 理事長には、報酬を支給することができる。 

２ 前項の報酬は、別表により支給するものとし、週２日出勤を原則として、

月８日以上出勤するものとする。 

３ 報酬の支給日、支給方法等については森友会給与規程第 21 条及び第 22 条

による。 

（日割計算） 

第３条 新たに理事長になった者には、その日から報酬を支給し、退任、又は 

死亡した時には、その日までの報酬を支給する。 

２ 第１項の規定により報酬を支給する場合は、勤務の実日数を基礎として日 

割計算するものとする。 

３ 日割計算の月の基準出勤日数は８日とする。 

（規程の変更） 

第４条 この規程を変更しようするときは、理事会の承認を得るものとする。 

（委 任） 

第５条 この規程の実施について必要な事項は理事長が別に定める。 

 

 

附 則 

この規程は、平成２４年１０月２２日から施行し、平成２４年１０月１

日から適用する。 

この規程は、平成２７年 ４月 １日より施行する。  

 

 

 

 

 

 


